
令 和 ８ 年 ２ 月 1 ０ 日 

            総 合 推 進 部 

令和８年度「東京都交通安全日」 

１ 目的 

毎月１０日を「一日交通安全運動の日」としています。関係機関・団体・区市町村が連携

して、広く都民に交通安全思想の普及・浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交

通マナーの実践を習慣づけることにより、交通事故防止を図ることを目的としています。 

２ 実施日 

  毎月１０日とします。（※１０日が土､日､祝日にあたる月については、別途定めています。） 

 

【令和８年度東京都交通安全日】 

 

※   は、交通安全日、４月は春の全国交通安全運動期間中のため実施しない。 
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